
5つの安心プラン  

第1高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会  

療養や介護が必要になっても住み慣れた地域や家庭で生活が  

送れる社会の実現  

○認知症対策の総合的な推進 48億円   

・認知症疾患医療センターや地域包括支援センターへの医療・  
介護連携担当者の配置、就労支援を含めた若年性認知症に関す  

る対策など、認知症の医療と生活の質を高める施策を総合叩こ  

推進  

厚生労働省平成21年度概算要求の主要事項  

第5 高齢者が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現  

3 認知症対策の総合的な推進  48億円  

・認知症疾患医療センターや地域包括支援センターヘの医療・  

介護連携担当者の配置をはじめ、若年性認知症に関する総合的  
な対策など、研究開発の推進から医療、介護現場での連携・支  
援に至るまで、認知症の医療と生活の質を高める施策を総合的  

に推進する。  
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認知症対策等総合支援事業   

平成21年度概算要求額  増▲減額  

→ 3，740，863千円（2，135，265干円）  

平成20年度予算額  

1，605，598干円  

【要求要旨】   

我が国の高齢化に伴い、認知症高齢者は今後増加することが見込まれており、認知症高齢者  

に対するケアの充実は、今後の重要な課題である。   

認知症対策については、早期の段階からの適切な診断と対応、認知症に関する正しい知識と  

理解に基づく本人や家族への支援などを通して地域単位での総合的かつ継続的な支援体制を確  

立するため、平成18年に従来事業を再編し、「認知症対策等総合支援事業」を創設したとこ  

ろである。   

また、平成19年度には、高齢者虐待防止法の施行に伴う「高齢者権利擁護等推進事業」や  

「認知症地域支援体制構築等推進事業」を追加、平成20年度には「認知症ケア高度化推進事  

業」を追加したところである。   

平成21年度概算要求においては、先に行われた「認知症の医療と生活の質を高める緊急プ  

ロジェクト」での提言を踏まえ、以下の事業を新たに実施するものである。  

① 「認知症対策普及・相談・支援事業」を創設し、認知症介護の専門家等が対応するコール   

センターを設置することにより相談支援機能の充実・強化を図る。  

② 「認知症対策等支援事業」を廃止し、「認知症ケア人材育成等事業」として研修事業を再   

編するとともに、新たに「認知症ケア多職種共同研修・研究事業」を加え、認知症の人及び   

その家族を支える人材育成体制の充実を図る。  

③ 「認知症対策連携強化事業」を創設し、「認知症地域支援体制構築等推進事業」と合わせ   

「認知症地域ケア推進事業」として再編することにより、地域における認知症ケア体制及び   

医療との連携体制の更なる連携強化を図る。  

④ 「若年性認知症対策総合推進事業」を創設し、若年性認知症者一人ひとりが就労支援や医   

療を含めた適切な支援を受けられるよう、総合的な対策を推進する。  

【事業内容】  

（り ⑳認知症対策普及・相談・支援事業（別紙1）  

認知症の本人や家族に対し、精神面も含めた様々な支援を推進するため、認知症介護の  
専門家や経験者等が対応するコールセンターを設置することにより、地域の実情に応じた  

効果的な支援を行う事業。  

（2）認知症ケア人材育成等事業  

認知症介護の質の向上を図るための研修、認知症の主治医（かかりつけ医）に助言等を  

行うサポート医の養成、介護施設一事業所等従事者に対する権利擁護意識の向上を図るた  

めの研修や相談事業、認知症の本人や家族を支える多職種共同の研修、相談、啓発活動の  

支援等を行う事業。（認知症対策等支援事業を廃止し、研修事業を再編）  

ア 認知症対応型サービス事業管理者等養成事業  

イ 認知症地域医療支援事業  

り 高齢者権利擁護等推進事業  
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エ ◎認知症ケア多職種共同研修・研究事業（別紙2）  

（3）認知症地域ケア推進事業   

ア 認知症地域支援体制構築等推進事業  

認知症の本人や家族を地域で支えるため、認知症への対応を行う医療、福祉等のマン  

パワーや拠点等に関する情報を整理した「地域資源マップ」を作成して連携体制を構築  

し、効果的な支援を行う事業。   

イ ⑳認知症対策連携強化事業（別紙3）  

認知症疾患医療センターが整備されることに伴い、地域包括支援センターに認知症連  

携担当者を新たに配置し、地域における認知症ケア体制及び医療との連携体制の更なる  

強化を図るための事業。  

（4）⑳若年性認知症対策総合推進事業（別紙4）  

若年性認知症者に対する就労継続支援、日中活動支援、またこれらの支援を可能とする   

地域ネットワークの構築やケアモデル事業等による、若年性認知症者に対する総合的な支   

援を実施するための事業。  

（5）認知症ケア高度化推進事業  

認知症の方々やその家族のニーズに適切に対応するため、国内外の認知症ケア実践例及   

びその効果に関する情報の集積、分析評価、情報発信を行い、認知症介護の現場における   

標準化・認知症ケアの高度化を図る事業。  

（6）認知症介護研究一研修センター運営事業  

認知症介護の質の向上を図るための研究や研修を行う「認知症介護研究・研修センタ   

ー」（全国で3カ所（東京・仙台・大府））の運営事業。  

【実施主体】   

（1）都道府県、指定都市   

（2）（ウ、エを除く）都道府県、指定都市   

（2）り 都道府県   

（2）エ 市町村   

（3）ア 都道府県   

（3）イ 市町村   

（4）別紙8のとおり   

（5）認知症介護研究・研修センター設置都道府県（東京都）   

（6）認知症介護研究・研修センター設置都道府県（東京都、愛知県、仙台市）  

【補助率】   

（1）国1／2、都道府県、指定都市1／2   

（2）（ウ、工を除く）国1／2、都道府県、指定都市1／2   

（2）り 国1／2、都道府県1／2   

（2）工 国1／2、都道府県1／4、市町村1／4   

（3）国10／10   

（4）別紙8のとおり   

（5）、（6） 国10／10  
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（別紙1）  

⑳認知症対策普及・相談・支援事業  

平成21年度概算要求額 755，712千円  

1 目的   

認知症の本人や家族に対しては、認知症の各ステージにおいて、認知症の知識や介護技術の   

面だけではなく、精神面も含めた様々な支援が重要であり、各都道府県、指定都市単位で認知   

症介護の専門家や経験者等が対応するコールセンターを設置することにより、地域の実情に応   

じた効果的な支援を行うものである。  

2 事業内容   

認知症の本人や家族が、認知症介護の専門家や経験者等が対応するコールセンターによる電   

話相談事業。  

○ コールセンター（各都道府県、指定都市）の設置  

（センターは、週6日、日中の8時間程度の稼働を想定）  

○ 相談窓口の設置   

3 実施主体  都道府県・指定都市（認知症の人と家族の会などへ委託実施）  

4 負担割合  国1／2、都道府県・指定都市1／2  
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（別紙2）  

⑳認知症地域ケア多職種共同研修・研究事業  

（認知症ケア人材育成等事業）  

平成21年度概算要求額 62，431干円  

1 目的   

地域において、認知症対策を推進する地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護サービ   

ス事業所、医師等の専門職による認知症や認知症の医療・介護に関する研修や行政機関、自治  

会、ボランティア団体等を交えた地域資源の連携による取組に関する研修等を通じ、地域にお   

ける認知症対策についての意識の向上と共通理解を図るとともに、地域の課題に対する具体的  

方策を講じることを目的とする。  

2 事業内容  

（1）対象者   

ア 認知症高齢者の医療・福祉・介護等に携わる地域の専門職   

（例…医療機関の医師、看護師、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、認知症高齢者グル  

ープホームの職員（計画作成担当者、介護職員）、作業療法士等）   

イ 地域ケアネットワーク等に携わる地域の団体等▲   

（例・‥ボランティア団体、警察、消防、保健所等の行政機関、家族会、住民自治組織等）  

（2）事業内容  

ア 実施方法  

a 専門職研修  

認知症の医療や介護の専門家（認知症サポート医、介護指導者研修修了者等）によ  
る講義  

認知症高齢者の医療・福祉・介護に関わる地域の関係者による自らの専門分野に関  

する講義・報告等  

（例・∴認知症高齢者におけるアセスメントについて、認知症高齢者に関する医学的、  

心理的基礎知識について等）  

b 地域ケアネットワーク研修  

・地域の関係者の紹介と交流  

（例…認知症高齢者の家族に対する支援方法について、各関係機関・関係者の役割  

について、実例検証を踏まえたネットワークの点検や見直しについて等）   

イ 実施時間研究会の内容に応じて、1日程度（1回あたり20人、4時間～6時間程度）   

り その他  

a 開催は、地域の実情に応じて、地域単位若しくは市町村単位で実施  

b 回数は、小規模に継続的な開催  

3 実施主体  市町村（150か所）  

4 負担割合  国1／2、都道府県1／4、市町村1／4  
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（別紙3）  

⑳認知症対策連携強化事業  

（認知症地域ケア推進事業）  

平成21年度概算要求絶 1，228，989千円  

1 目的   

認知症対策については、早期の段階からの適切な診断と対応、認知症に関する正しい知識と   

理解に基づく本人や家族への支援などを通じ、地域において総合的かつ継続的な支援体制を確   

立していく▲ことが必要である。   

今般、認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、認知症疾患医療センターが整備され   

ることに伴い、地域包括支援センターに認知症連携担当者を新たに配置し、認知症ケア人材育   

成等事業と相まって、地域における認知症ケア体制及び医療との連携体制の更なる強化を図るこ   

ととする。  

2 事業内容   

地域包括支援センターに、認知症介護指導者研修や地域ケアに関する研修を修了した者や認   

知症サポート医等、認知症の医療や介護における専門的知識を有する者を認知症連携担当者と   

しt配置し、次の業務を行うこととする。  

（1）認知症疾患医療センターや権利擁護の専門家等とネットワ⊥クを構築し、具体的な援助を  

行う。   

【援助例】   

ア 確定診断を受け、介護が必要な人を地域の介護へ繋ぐ（定期的（毎週）に確定診断情報  

を入手）  

イ 専門医療が必要な人を専門医療へつなぐ  

り 高齢者虐待の判断、事実確認、保護等の支援を専門家につなぐ   

エ 若年性認知症コールセンターからの照会に対する対応  等  

（2）近接地域の地域包括支援センターに対する専門的見地からの具体的な相談・援助を行う。   

【相談・援助例】  

ア 認知症介護に係る専門的な助言  

イ 認知症専門医師や医療機関等の紹介  

り 権利擁護の専門家による支援の紹介  等   

3 実施主体  市町村（認知症疾患医療センター設置市町村150カ所にモデル的に配置）  

4 負担割合  国 定額（10／10）  

ー35一   



（別紙4）  

⑳若年性認知症対策総合推進事業  

平成21年度概算要求額 350，813千円  

1 目的   

若年性認知症に対する支援については、これまでも専用デイサービス等、介護分野において  

様々な支援を行ってきたところである。  

しかしながら、若年性認知症においては、企業をはじめ、その理解が進んでいないこと、発  

症直後の雇用継続における支援や、65歳までの間は障害者福祉施策の活用ができることが知ら  

れていないこと等、本人やその家族のみの判断では適切な支援を受けるこ 

ることから、これらの問題点を解消し、若年性認知症者一人ひとりが適切な支援を受けられる   

ようにすることを目的とする。  

2 事業内容  

（1）若年性認知症専用コールセンター（全国1カ所）の開設  

広報・啓発に併せ、若年性認知症の総合相談窓口としてコールセンターを全国1カ所に配   

置し、若年性認知症に関する疑問、悩み、今後の支援策等について回答するとともに、相談  

者の地域の適切な支援機関へつなぐ。  

（2）若年性認知症自立支援ネットワーク構築事業  

各都道府県単位の障害者就労支援ネットワークに介護や雇用関係者が参画し、当該ネット  

ワークの資源を活用した若年性認知症者の自立支援を実施  

ア ネットワーク会議の開催  

イ 各施策へのつなぎ  

地域包括支援センターに新たに配置する認知症連携担当者が中心となり、若年性認知症  

者の雇用継続から高齢化までの各期における適切な支援を各事業者へつなぐ。  

り 理解促進  

パンフレットの作成等により、企業や福祉施設等に対し、若年性認知症についての埋解  

促進を図る。  

（3）ネットワーク研修事業  

障害者福祉サービス従事者や企業関係者等、認知症者に対する支援に携わる者に対して研   

修を行い、認知症に対する理解促進を図る。  

（4）広報・啓発  

全国紙への全面広告等により、若年性認知症者に対する理解促進、早期発見のための早期   

診断の勧め等について広報を行う。  

（5）若年性認知症ケアーモデル事業  

若年性認知症の特性に応じた先駆的な事業（例：就労支援等の日中活動支援、ケア手法の   

構築等）を実施する事業所に対し支援し、当該事業を広く普及させるための事業を実施する。  

3 実施主体  都道府県  

4 負担割合   （2）、（3）、（5）…国1／2、都道府県1／2  

（1）、（4）…国10／10  
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認知症疾患医療センター運営事業費  

189，075千円 → 517，050千円（327，975干円）   

（事業概要）  し  

認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、鑑別診断、専門医療相談、合併   
症対応、医療情報提供等を行うとともに、担当者の配置による介護との連携や認知   

症を専門としない一般開業医等への研修を行う認知症疾患医療センターの運営に必   

要な経費を補助するものである。  

（経費の性質）   

（項）障害保健福祉費   

（目）精神保健対策費補助金   

（実施主体、補助率）   

実施主体：都道府県、指定都市（センターは、総合病院等で都道府県・指定都市が  

指定し設置したものとする）   

補助率：1／2   

（事業内容）  

（蓼（1）介護との連携  

専門の担当者の配置による介護（地域包括支援センター）との連携の強化を  

図る。   

（2）認知症疾患専門医療・医療連携研修  

認知症を専門としない地域の一般開業医、かかりつけ医等を対象とし、最新  

の診療技術等に関する研修を実施する。   

（3）認知症疾患専門相談事業  
地域の医療機関、一般住民等からの問い合わせ、相談を受け付ける窓口を設  

置する（予算により対応）。  

その結果、鑑別診断や専門的な治療が必要となった場合には連携する病院で  

対応する（診療報酬により対応）。   

（4）認知症疾患医療連携協議会（連携協力、事例検討 等）  

地域の医療サービス（かかりつけ医、サポート医、専門医療機関）の連携を  

密にするため、懇談会を開催する。   

（5）広報  

センターの連絡先等の周知を図る。  

（設置箇所数）   

150箇所   

（積算内訳）  

150施設  郎，894干円   1／2  51了，050千円   
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平成21年度 長寿科学総合研究事業及び認知症対策総合研究事業   
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J認知症の実態把握や診断・治療技術に関する研究開発め促進を図るため、従来「長寿科学総合研究事業」  
及び「こころの健康科学研究事業」にて実施していた認知症に関する研究を、平成21年度より「認知症対策  

として独立させる。また、この「認知症対策総合研究事業」を総合科学技術会議における姓  

金運重力口速プロジェクHこ位置づIナる。  
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こころの健康科学研究事業  




